
福祉有償運送に係る道路運送法第７９条の６による有効期間の更新登録申請協議事項概要 
住  所  石巻市門脇町１丁目２番２１   

団 体 名  社会福祉法人夢みの里      

代表者名  理事長 菅原 桂子       

有償運送の条件 法第７９条の６による有効期間の更新登録申請に対する協議事項 状     況 

（１）必要性の判断 

ＮＰＯ等による福祉有償運送の必要性 

○タクシー事業者等による福祉輸送サービスが実施されていないか、又は直ちに提供される可能性が低い

と認められる場合 

○地域に福祉輸送サービスを実施しているタクシー業者等は存在するものの移動制約者の需要量に対し

て供給量が不足していると認められる場合 

石巻市における 

○移動制約者数：17,789人  

○タクシー等の台数：280台（うち福祉車両９台） （令和 4年 5月現在） 

○福祉等タクシー券：支給 3,093人、延べ 79,334人利用 （令和 3年度実績） 

○ＮＰＯ等による移動制約者に対する輸送サービス：実績なし（令和 3年度実績） 

（２）運送の区域 

○運営協議会において協議が調った市町村を単位とするものとし、旅客の発地又は着地のいずれかが運送

の区域にあること 

○複数圏域にまたがる場合の運送の区域は、当該運営協議会の地域全域とするのではなく、利用者の居住

地・目的等に照らし合理的であり、かつ、当該団体の運行管理が適切かつ確実に実施されると認められ

る範囲の市町村であること 

○運送の区域：石巻市 

（３）旅客から収受

する対価 

旅客から収受しようとする対価は、実費の範囲内であると認められること、営利を目的としていると認め

られない妥当な範囲であることが求められ具体的には下記の基準を目安とすること  

○運送の対価は原則距離制・時間制・定額制から選択するものとし、複数を定めることも可能であるが適

用の基準が明確であること、当該地域のタクシーの上限運賃の概ね１/２の範囲内であること 

○運送の対価以外の対価は実費の範囲内であること 

○対価の設定方法：定額制  

○運送の対価：400円／往復 

○運送の対価以外の対価：無 

（４）運送を必要と

する旅客の範囲 

名簿に記載された下記の者のうち移送困難者と認められる者及びその付添人  

○身体障害者福祉法に基づく身体障害者、介護保険法に基づく要支援・要介護認定を受けている者、その

他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者 

 ※要支援認定者及びその他肢体不自由、内部障害，知的障害，精神障害その他の障害を有する者が会員

となっている場合には、当該会員の移動制約の状況を踏まえ、運送の対象とすることの妥当性等の確認

を行うこと  

○福祉有償運送は個別輸送が原則であるが、運営協議会でその必要性が認められた場合にあっては、透析

患者の透析のための輸送等について、１回の運行で複数の当該会員の運送（複数乗車）を行うことが出

来る。  

※複数乗車の対価を定める場合には、旅客１人ずつから収受する対価が明確に定められており、かつ、当

該自動車の乗車定員を最大限利用した場合における対価の総額が、同一距離又は時間を運行した場合に

おけるタクシー運賃の額と比較して概ね 1/2 の範囲内にあると認められるか、又は平均乗車人員が算

出できる場合には、平均乗車人員で運行した場合の対価の総額が同一距離又は時間を運行した場合にお

けるタクシー運賃の額と比較して概ね 1/2 の範囲内にあると認められるか、いずれかの方法により判

断することができる。 

○「利用者名簿」の作成・管理主体：社会福祉法人夢みの里 

○利用者名簿登載者数：159人（申請時現在）  

○会員在住市町村名：石巻市（148人）、東松島市（11人）  

○複数乗車の有無：有（発着が同じ場合） 

（５）その他必要と

認められる措置 

○自家用有償旅客運送に使用する自動車の種類ごとの数  

○運転者に求められる要件  

○損害賠償措置  

○運行管理の体制  

○整備管理の体制  

○事故時の連絡体制  

○苦情処理体制  

○その他必要な事項 

○自動車の種類毎の数：セダン車両２台（うち車いす対応１台） 

○運転者の人数：4人（うち二種免許取得者 ０人）  

○運転者講習の受講：福祉有償運送運転者講習 ４人  

○契約保険会社名及び保障内容：三井住友海上火災保険  対人・対物：無制限  

○運行管理責任者名：遠藤 絹恵  

○整備管理責任者名：阿部 由紀  

○事故発生時対応責任者名：遠藤 絹恵 

○苦情処理対応体制：（苦情処理責任者）遠藤 絹恵 （苦情処理担当者）笹山 智美 

 

資料３ 



石巻市における移動制約者と公共交通の状況及び福祉有償運送の必要性の判断 

 

１ 輸送の対象となる移動制約者の状況（令和４年３月末現在）               ２ タクシー等公共交通機関の状況（令和 4年 5月末現在） 

（１）要介護・要支援認定者数       個人タクシー 0      

 要支援 3,880        法人タクシー（一般車両） 265      

 要介護１ 1,549        法人タクシー（福祉車両） 9      

 要介護２ 1,464        介護タクシー（福祉輸送限定） 6      

 要介護３ 1,115        計 280      

 要介護４ 1,243              

 要介護５ 655       ３ NPO等によるボランティア輸送の状況  

 計（A） 9,906        社会福祉法人夢みの里 有償 保有車両 １台 輸送 0人   

               

（２）身体障害者手帳所持者数      ４ 外出支援サービス事業実施状況（令和 3年度実績）  

 視覚障害    344        事 業 名 称 支給人数 延べ利用件数   

 聴覚・平衡機能障害    442        外出支援サービス事業（高齢者） 291  913    

 音声・言語・そしゃく機能障害 69        在宅障害者等社会参加促進助成券 2,802  78,421    

 肢体不自由  2,353        計 3,093  79,334    

 内部障害   2,232              

 計（B）   5,440        〇外出支援サービス事業（高齢者）  

          要介護者、公共交機関を利用することが困難な在宅高齢者に対し、通院、在宅福祉サービス等の利用のために

寝台車又はリフト付タクシーなどを利用する場合に利用可能な助成券（料金の 9 割補助）を 1 ヵ月当たり１枚

交付するもの 

 

（３）知的障害、精神障害者数        

 知的障害（療育手帳）   1,429         

 精神障害（精神障害者保健福祉手帳）   1,014        〇在宅障害者等社会参加促進助成券  

 
計（C）   2,443  

       身体障害者・精神障害者・療育手帳所持者を対象に、登録会社のタクシーを利用した場合に利用が可能な共通

助成券（１枚 500円分）を 1ヵ月当たり 3枚交付するもの 

 

               

（４）合計             

 合 計（A＋B＋C）  17,789              

               

 


